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はじめに

○ヒアリング項目（7/30検討会「資料４」２頁）

①真意に基づく承諾を確保する方法（承諾の実質化）

②電磁的方法による提供の方法

（高齢者等対策を含む）等

提案の背景となる、消費者からの相談の状況と
課題を踏まえ、相談現場の声を基に、提案させて
いただく。



本日の内容

１．提案の背景となる相談の状況・課題

２．参考引用

３．ヒアリング項目に対する提案
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１．提案の背景となる相談の状況・課題
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（備考）

４頁・５頁は令和３年８月５日公表

「PIO-NET にみる2020 年度の消費生活相談の概要」より引用

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210805_1.pdf

６頁・７頁は令和３年９月２日公表

「2020 年度にみる60 歳以上の消費者トラブル

－コロナ禍で、通信販売の相談件数は過去最高に－」より引用

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210902_1.pdf

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210805_1.pdf
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210902_1.pdf


１．提案の背景となる相談の状況・課題①

◆年度別にみた販売購入形態別相談件数・構成比の推移

・特商法類型の相談は増減あるものの毎年度一定数寄せられている（相談者申出による）
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5
（注１）表中の割合は各形態別の全体数を100 として算出し、小数点以下第２位を四捨五入した値です。
（注２）「訪問販売」には「家庭訪販」「アポイントメントセールス」「ＳＦ商法」「キャッチセールス」などが含まれます。

１．提案の背景となる相談の状況・課題②

◆2020 年度の主な販売購入形態別にみた契約当事者年代割合

・「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入」では70 歳以上が多く、特に「訪問購入」では54.8％
と過半数を70 歳以上が占めており、また、「マルチ取引」では20 歳代が多く、46.5％と半数近
くを占めているものの、全ての年代から一定数の相談が寄せられている。



6

１．提案の背景となる相談の状況・課題③

◆2020年度における、年代別にみた各取引形態別の割合

・各年代で通信販売が最も多いものの、年代が上がるにつれて、訪問販売、電話勧誘販売の
相談が多く寄せられている。
・インターネットや携帯電話等の情報通信関連機器が80 歳以上を含めた幅広い層の高齢者
にも利用されるようになっているが、それに伴って、高齢者のトラブル相談が増えている。
・高齢者の通信販売の相談からは、スマートフォンを利用している場合、文字が小さいなど、
高齢者にとって読みづらい表記となっている定期購入のトラブルや、契約はできたが解約が
できないとの定額制サイトサービスに関する相談も寄せられている。
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１．提案の背景となる相談の状況・課題④

◆2020年度における年代別契約当事者同一相談件数（n=819,784 無回答を除く）

・６０歳以上は年代が上がるごとに、契約者本人ではない、家族や周囲の見守りによる相談
申し出が増加する。
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１．提案の背景となる相談の状況・課題⑤

◆不意打ち勧誘・利益誘引勧誘・対面勧誘等、事業者が
主導的な勧誘を行う場合、しばしば契約者は断り切るこ
とができず、不本意ながら契約を締結してしまう相談が
複数寄せられる。

◆若者に多い連鎖販売取引では、友人・知り合い等から
の勧誘も多く、友人関係を壊さないよう、詳細を把握しな
いまま契約し、契約時には契約書面に目を通さない者も
多い。

◆2022年４月より成人年齢の引き下げにより、現在20代
で発生しているトラブルの多くは、18歳から発生すること
が想定される。

◆言った言わないのトラブルになることがある。
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１．提案の背景となる相談の状況・課題⑥

紙による交付 電磁的方法による交付

保管

・物理的スペースが必要
・経年劣化リスクがある
・紙の紛失リスク
・契約存在の表徴として機能

・物理的スペースは不要
・経年劣化リスクがない
・データの消失リスク
・コピー、バックアップが容易

視認性 ・一定の水準が維持される ・端末によって左右される

補完性 ・書き込み等により補完できる ・書き込み等で補完できない

心理的負担 ・ITリテラシーに左右されない ・ITリテラシーに左右される

◆紙による交付と電磁的方法による交付のメリット・デメリット比較



２．参考引用
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「参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会（令和
３年６月４日附帯決議）」からの抜粋

１ 事業者が消費者から承諾を取る際に、電磁的方法で
提供されるものが契約内容を記した重要なものであること
や契約書面等を受け取った時点がクーリング・オフの起
算点となることを書面等により明示的に示すなど、書面交
付義務が持つ消費者保護機能が確保されるよう慎重な
要件設定を行うこと。
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２．参考引用②

第1回資料７
「国会答弁等における消費者庁からの説明概要」からの抜粋

〇承諾に関して

①口頭や電話だけでの承諾は認めない

②消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、

消費者から明示的に返答・返信がなければ、承諾があっ
たとはみなさない

〇見守り機能に関して

例えば、・・・契約の相手方が一定の年齢以上の方の場
合には家族などの契約者以外の第三者のメールアドレス
にも送付することを行わせる。



３．ヒアリング項目に対する提案
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○ヒアリング項目（7/30検討会「資料４」２頁）
①真意に基づく承諾を確保する方法（承諾の実質化）
②電磁的方法による提供の方法 （高齢者等対策を含む）等

消費者による真意に基づく承諾を確実に確保し、かつ、紙による提供と同等の
効果をもって電磁的方法により契約書類等が提供される方法として、以下の
一連の手続きを義務付けることなどが考えられる。

①事業者から消費者に、明確に分かりやすく、事前に電子書面交付に関し、
以下❶❷も含め、書面等により明示的に示す

❶この契約書類等は契約内容を記載した重要なものであること

❷この契約書類等を受け取った時点がクーリング・オフの起算点になること
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３．ヒアリング項目に対する提案②

②消費者から事業者に、メール※で電子書面の交付を申請する

※メールには、LINE等SNSは認めない

【効果】契約者本人のITリテラシーの確認、契約者本人の承諾証明

③事業者から消費者に、契約書類等をPDFファイルにて送付する

○タイトルに【重要】【要返信】○○契約関連書類等、分かりやすく記載

○メール本文には、明確に分かりやすく以下の項目等を記載

❶この契約書類等は契約内容を記載した重要なものであること

❷この契約書類等を受け取った時点がクーリング・オフの起算点になること
（契約者が受け取って○日間まではクーリング・オフが可能なこと）

❸契約概要（商品役務名・数量・代金等） など

④消費者から事業者に、速やかにPDFファイル開封確認の旨のメールを送付
する。
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３．ヒアリング項目に対する提案③

［一定の年齢以上の契約者等（保護を要する者）に対する追加措置］

見守りの観点から、高齢者等保護を要する者が勧誘の相手方（消費者）となる
場合の追加手続き

⑤上記③のメールを、当該消費者の指定する家族等第三者へ同報する。

【効果】

○保護を要する消費者が、家族や友人等第三者を電子データの同報のため
に選び、事業者に伝えることで、真意に基づく承諾であると確認ができる。

○紙での交付により家族や周囲の見守り者の気付きに繋がっていたことと
同様の効果が得られる。

※保護を要する者は、適合性の原則に沿って検討
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３．ヒアリング項目に対する提案④

◆上記①②③⑤が実施されなかった場合
⇒書面不交付として扱う。

※立証責任が認められない場合、

手続きはより厳格にする必要がある

◆立証責任は事業者側にあることを明記する※
①消費者の真意に基づく承諾であること
②電磁的方法で交付した書類が消費者に到達したこと
⇒立証できなければ書面不交付として扱う。




